


 
 
 

 







　男女が、社会の対等な構成員として、自らの意思によって社会の

あらゆる分野における活動に参画する機会が確保され、もって男女

が均等に政治的、経済的、社会的及び文化的利益を享受することが

でき、かつ、共に責任を担うべき社会です。（男女共同参画社会基

本法より）

男女共同参画に対する市民のニーズや実態などを、本計画に反映さ

せることを目的として行いました。

◆期　　間：平成 25 年 8 月 15 日～９月２日まで

◆対　　象：20 歳以上の市民　1,000 人

◆回収結果：有効回収数 356 票

◆有効回収率：35.6％

◆アンケート結果は、市ホームページや生活課窓口にて公表しています。

◆グラフ中の「n」は、回答者数を示しています。

アンケート調査について

『男女共同参画社会』とは
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国際的な意識の
醸成と国際交流
の環境づくり
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